
再審法改正議論のあり方に関する刑事法研究者の声明

第1は じめに ・

2024年3月 に結成された再審法改正に向けた超党派の国会議員連盟は、翌25

年2月 に再審法改正に向けて議員立法を提出することを確認し、6月に、再審請求

における証拠開示の拡大と再審開始決定に対する検察官の即時抗告、異議申立

及び特別抗告(以下、一括して検察官抗告という)の禁止を柱とする法案を提出し

た(現在、継続審議中)。これに呼応するかの如く、2025年2.月に諮問され4月 に開

始された「法制審議会二刑事法(再審関係)部会」(以下、法制審部会と呼称)での

審議は、11月26目 現在、1ユ回にわたる審議を重ねている。'

一.私たちは、誤判救済に関心を持つ刑事法研究者として、再審制度の運用、さら

に再審法改正の動きに対して強い関心を寄せてきた8しかしながら、報道ならびに

これまで公開された法制審部会の審議状況をみる限り、①証拠開示の範囲を新証

拠と関連する部分に限るべきである、②違法・不当な再審開始決定に対する検察 、

官抗告は必要であるといった議論が主流を占めている。再審法改正の必要を踏ま

えた意見なのか、疑問を生じさせる意見も少なくなく、冤罪被書者にとっては、パン

の代わりに石を与えるものとなりかねない方向さえ見て取れる。多くの単位弁護士

会が、議員立法による再審法改正の速やかな実現を求める声明を発出しているの

も、このような審議状況への危惧に由来する。 ～

このような状況にかんがみて1私たちは、再審・法改正のために何が必要かを問

い直すべく、本声明を表出するものである。　 .L　 sx　㌧

第2立 法事実と再審の理念を踏まえた法改正の必要性

1今 回の再審法改正問題は、無事の救済のための制度である再審制度が現実

には機能不全となっている事実に端を発する。そして、その中核的要因として、検

察官の裁判所不提出記録の証拠開示の有無・広狭により再審の可否が左右されて

いること(いわゆる「再審格差」X再審開始決定に対する検察官抗告により救済が

阻害・遅延させられていることがっとに指摘されてきたb、.」L
・従って、再審法改正に関する議論は、少なくともこの2点を是正することを前提と'

する必要がある。そのためには、証拠開示の果たした役割、検察官抗告によっても

たらされた弊害を実際の再審事件に即して検証することが不可欠である。

また、再審請求手続において、確定判決の見直し(いわゆる旧証拠の再評価)

を、請求人が提出した新証拠と関連する部分だけに限ろうとする裁判実務の動きも

あるが、無事の救済という再審の理念にそぐわず、法律の改正とともに、このような

動きを乗り越えていかねばならない。 一=.」 一 ∴ ・ ・.
こ2証 拠開示についで、そもそも刑事事件における証拠は、犯罪の存否・行為者

の特定のために収集された一種の公共財であり、その収集者く警秦 検察)が独占

すべきものでない。仮に刑事司法の円滑な運営や個人のプライヴァシー保護のた
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め不開示とすることが許容されるとしても、それは例外的措置にとどまるべきもので
を

ある。特に再審の場合、確定判決にまで至っているのであるからさ証人威迫や証拠

隠滅等の、開示による司法上の弊害の危険は事実上消滅している。

また、通常審の段階を含め、被告人側は、捜査・訴追機関側がいかなる証拠を

保持しているかを完全に把握することができない。この点で もともと武器の不平等

が存在する。くわえて再審の場合、証拠開示の範囲を新証拠と関連する部分に限

定することになれば、請求段階で想定しうる争点のすべてについて新証拠を用意 、

することが必要となり、請求人側に不可能を強いることとなる。

実際の再審事例を見ても、広汎な証拠開示の必要性は明らかである。袴田事件

では、請求人に対する違法・不当な取調べの事実を明らかにする録音テープの存

在や5点 の衣類の色が長期間のみそ漬けを経た犯行着衣とすると不自然であるこ

とを示すカラー写真などの開示が再審開始・再審無罪に直結している。福井女子

中学生殺人事件でも、請求人の有罪を基礎づける関係者供述が虚偽であることを

示す捜査報告書等の存在が証拠開示によって明白となった。かつての松山事件に

おいて転 重要な物証に関する鑑定手続に不可解な点があることを明らかにしたの

は、裁判所不提出記録であった。'」 一 ・ 、

これらはいずれも請求人側が存在を知りえない証拠なのであり、再審請求にお

ける証拠開示を広く認めることがいかに重要であるかを示唆している。 へ,

3検 察官抗:告については、検察官は 再審請求手続の訴訟主体ではないか

ら、本来、抗告の権限も持っていないというべきである。再審開始決定に対する検

察官抗告は、これに対する請求人の応訴の負担を発生させる。当事者でもない検

察官に、請求人に対して応訴を強いる資格などないはずである。くわえて、検察官

による攻撃の権限(公訴権)は、少なくとも確定後は消滅しているはずである。検察

官の公益代表者性や再審の二段階構造といっても、それだけでは、抗告権という

検察官の具体的権限を裏付ける法的根拠たりえない。.㍉

現状としてもi再審請求手続が(ある意味で必要以上に)厳密・厳格に運用されて

いる点からみて、違法・不当な開始決定はごくまれにしかおこりえず、そこでの証拠

評価等の事実認定上の誤りは再審公判で正せばたりる。

むしろ、財田川事件、島田事件、袴田事件など、再審開始決定を取り消した決定

が後に上級審で破棄されξ再審開始に至ったケースは少なくない。免田事件や福・

井女子中学生殺人事件など再審開始決定の取消しが確定しつつ後 日の請求で再

審が開始された事例も存在している。t∵

また少なくとも、1970年代末から現在に至るまで死刑再審無罪5事件(免田、財t

田川、松山、島田、袴田)や多くの再審無罪事件が検察官抗告を経験していること

に照らし、検察官が十分かつ慎重な検討を行って対応してきたと評価することはで

きない。すなわち、もはや検察官の裁量に委ねて済ますことはできない状況に至っ

ており、何らの立法的手当ても要しないというのは到底正当化されまい。、,

4こ れらの立法事実を踏まえたうえでもうひとつ重要なことは、再審の持つ、誤
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判救済、無事の救済という理念に即した法改正を進めることである。

再審は、これまで、確定判決に由来する法的安定性と具体的正義の調和のもと

に成立する制度であると理解されてきた。判決の確定に軽視できない重要性が存

在することも、確かではある。

しかし、二重の危険が憲法上の権利とされたことにより、判決の確定は何よりも被

告人の権利でもあることが確認された。現行法が再審制度を利益再審のみに限っ

て認めたのも、その現われである。そこには、法的安定性といっても、それは確定

判決の尊重だけを意味するのでなく、正しい事実認定によらない限り有罪とされて

はならないということの保障も含意されていることを見逃してはならない。

現在、再審の理念が「無事の救済」と捉えられているのも、以上のような観点に由

来する。この理念は、再審制度の解釈・運用のみならず、再審における証拠開示や

検察官抗告の禁止等その制度設計においてこそ活かされる必要があ66一

現行法の下でも、通常審において、手続の適正が確保されないまま有罪が確定

してしまうことは十分考えられる。また、適正な手続を経て有罪確定判決が形成さ

れたからといって、誤判はおこりえないなどということはできない。従って、確定判

決の尊重や通常審の手続との整合性を理由に掲げて再審手続における請求人の

権利を制約することは、冤罪から目を背けることにほかならない。"、 ㌦

第3求 められる再審法改正とは

冤罪・誤判は最大の人権侵害のひとつである。それ故、冤罪・誤判を生まない刑

事司法、また、不幸にして生じた冤罪・誤判の犠牲者を確実に救済する刑事司法を

確立することは、国家にとっても市民にとっても不可欠の課題である。そしてそれ

は、思想信条・党派の違いを超えて共有されるべき課題でもある。全国会議員の半

数を超える議員が再審法改正に向けた議員連盟に参加し、また全地方議会の5割

に迫る議会が再審法改正の意見書を採択した(27の 道府県議会を含む831議 会)

のは、このためである。

再審請求手続の機能不全、それに由来する誤判救済の阻害と遅延という事実が

再審法改正の原点であった。この原点にかんがみれば、証拠開示の大幅な拡充と

その制度化、そして検察官抗告の禁止を柱として、誤判救済を容易かつ迅速化す'

る再審法改正こそが求められているといえよう。

私たちも、刑事法研究者として、このような課題の実現に寄与したいと考える。

上記のような観点から、再審法改正論議の現状を憂慮して、本声明を公にするも

のである。

以上
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